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 ３月 17 日（金）令和４年度の卒業生 16 人が全員揃って、卒業証書を手にしました。６年間学んだ小

学校生活の集大成として、入場から証書授与、門出の言葉と凛とした姿で臨みました。 

小学校生活のおよそ半分がコロナ禍の生活になってしまいましたが、制限がある中でも楽しみや充実

感、満足感をもって毎日をすごせるよう、様々な創意工夫をしてきました。この経験は、今後も活かされ

ていくことでしょう。 

「これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちと みなさんとの大切な絆はわすれません」「これ

からも強い気持ちを思いやりの心をもって 新しい未来に向かって 進みます」という門出の言葉と「大

切なもの」の合唱に、思いを込めて力強く巣立っていきました。 
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 令和４年度第４回役員会が開催
されました 

 
 ３月 28日（火）午後６時から新堀地区コミュニ

ティ会議理事等 22 名が出席し、令和４年度新堀

地区コミュニティ会議第４回役員会が開催されま

した。 

役員会では４月 16日（日）開催予定の令和５年

度新堀地区コミュニティ会議定例総会提出議案と

なる新堀地区コミュニティ会議規約の一部改正に

ついて、令和４年度各会計の収支決算、令和５年

度各会計の事業計画や予算、新堀地区コミュニテ

ィ会議役員の選出について等、熱心な協議が行わ

れました。 

 令和５年度に交替される新堀地区コミュニティ

会議理事の公民館 

長さん、自治会長 

さんにはこれまで 

色々とご尽力いた 

だきました。あり 

がとうございまし 

た。 

 

 

 花巻市では、令和５年４月１日から行政手続の

簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減

及び利便性の向上並びに行政事務の効率化を図る

ため、申請書等の文書への押印を要しないものと

いたしました。つきましては、各コミュニティ会

議についても、それぞれの判断で、市に倣い、提

出される各団体等の申請書類に押印不要と判断し

て構わない旨の通知がありましたので、当コミュ

ニティ会議でも花巻市と同じ対応をとることとし

申請書類等への押印は不要としますので、ご対応

をお願いいたします。なお、対象の申請書等に押

印がなされた場合、提出を拒むものではありませ

ん。押印不要の判断が必要な際は、新堀地区コミ

ュニティ会議へご相談ください。 

押印を不要とする主な申請書は下記のとおり 

です。 

・新堀振興センター及び新堀ふれあいセンター

の使用許可申請書、減免申請書の申請者の印 

・新堀地区コミュニティ会議 自治公民館事業

助成事業 自治公民館事業費助成金交付申請

書、交付前払請求書、実績報告書の印  等 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

石鳥谷交番 

新入園児４名、継続児４３名、計４７名で今年度もスター

トしました。職員は異動者２名を迎え、皆で力を合わせ、子

ども達に寄り添い、あたたかい保育を心がけていきたいと思

います。  

 保護者の皆様、地域の方々と手を取り合って、宝である「に

いぼりっこ」を職員一同大切に育てていきたいと思います。ど

うぞ宜しくお願いいたします。 

 

5年度もよろしくおねがいします！！ 
 

5年度もよろしくおねがい
します！！ 
 

5年度もよろしくおねがい
します！！ 

この「よろず掲示板」は、各機関から情報をお寄せいただき、掲載しているものです。 

ご不明な点や、詳細については該当機関にお問い合わせ下さるようお願いします。 よろず掲示板 
 

新堀保育園 

新入学期の交通事故防止 

＜行事予定＞ 

４/17（月）身体測定（５・０歳児） ４/18（火）身体測定（４・３歳児） 

４/19（水）身体測定（２・１歳児） 食育の日 ４/25（火）園児健康診断 

４/28（金）誕生会 

５/１（月）安全集会 ５/２（火）こどもの日集会 ５/９（火）英語であそぼう なかよし広場 

５/12（金）交通安全教室（ポニークラブ主催） 

 

～ あげた手は いのちをしらせる 警報機  ～ 
 《運動期間》 
  令和５年４月６日（木）４月１５日（土）までの１０日間 
《運動重点》 
１ 運転者の歩行者保護意識の醸成と道路横断者の交通マナーの向上 
２ 自転車の安全利用の推進 
３ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

 ※１～３の重点の他にも大切な交通ルールがあります。常に交通安全意識を持ちながら運転しまし
ょう。  

 

花巻北消防署 
お問い合わせ  

花巻北消防署（４５－２１１９） 救急車の適正利用について 
 

お問い合わせ先：石鳥谷交番 
TEL：０１９８－４５－２１３４ 
 ４５－２１１９ 

救急搬送の現状について・・・ 

当市消防本部の救急出場件数は 4,000件を超えており、月平均にすると 300件以上出動しています。その中

には、「救急車で行けば早く診てもらえる」、「タクシーだとお金がかかる」などの理由で、緊急性のない軽症

患者が 39％も含まれ社会問題となっています。そのため、本当に救急車を必要とする傷病者の元への到着が遅

れている現状です。 

通常、119 番の救急要請を受けると、近くの消防署の救急車が出動しますが、その救急車が出動している場

合は、次に近い救急車が出動することになり到着に時間を要することがあります。 

緊急性がなくご自身で病院に行ける場合は、交通機関を利用するなど救急車の適正利用にご協力ください。 

ただし、突然の頭痛や胸痛・ろれつが回らない・手足に力が入らないなど、普段と様子が違い判断に迷う場

合は、躊躇せず 119番通報をしてください。 

※軽症とは…入院等を必要としないもの。 
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≪戸塚森に抱かれた 農村景観を誇り、ふれあいと支え合いに満ちた里 新堀≫ 

新堀小学校 
 

3月 11日は、12年前に東日本大震災が起きた日です。 

大人にとっては、今も鮮明に記憶に残っている出来事ですが、 

現在在学している小学生は全員震災後に誕生しており、その 

事実を知りません。しかし、学校ではこの出来事を語り伝え 

ていく必要があると考え、復興集会を開いています。今年は、 

3月 10日に放送で行いました。 

 今年は、当時久慈市の学校に勤務していた菊池ちひろ先生のお話を聞きました。 

今まで経験したことのない地震に驚きながら

も、当時の児童は落ち着いて避難したこと、先

生方が児童を必死で守ったこと、先生自身の親

戚の方も被害に遭われたことなどを丁寧に話し

てもらいました。子どもたちは、先生のお話を

しっかり聞き、日頃の備えの大切さについて学

びました。 

 

 

 
新堀地区の花巻農業高校同窓生の皆さんへ お知らせコーナー 

 新堀振興センターの玄関入口に『花農同窓会報』（第５４号、令和５年２月発行、

年刊、A4判・８頁）を置いてあります。振興センターにお越しの際、お持ち帰り 

いただきたいと思います。 

 但し、２５部しかありませんので早いもの順となります。予めご了承ください。 

                           花農同窓会新堀支部 

 

花巻市では、下記日程により市長が出席し、皆様から市政に関するご意見・ご提言をお伺いし、市政

に反映させることを目的として市政懇談会を開催いたします。多数のご参加をお待ちしております。 

日時：令和５年５月２３日（火） 午後６時から  

会場：新堀振興センター 講堂 

～市政懇談会を開催します～ 
 

 
新堀学童クラブ 

 平成 14年に開設された新堀学童クラブは、創立 20 周年を記念し、更なる発展を目指し、記念誌の出版

と功労者に対する表彰を行いました。 

 表彰をさせていただいた方々とその功績などについてご紹介いたします。 

・佐藤康雄様：平成 14年より現在まで、夏休み・冬休みの書道講師として子どもたちのためにご尽力い 

ただきました。なお、立ち上げから平成 25年度まで運営協議会の会長として運営に寄与されております。 

・福山勝子様：平成 18年より現在まで、読み聞かせボランティアとして子どもたちのためにご尽力いただ

きました。また、年３回子どもたちの食生活に注目し料理教室を企画し実践してくださいました。 

・鈴木俊一様：平成 22年より現在まで、運営協議会理事としてご尽力いただきました。なお、平成 15 年

度の保護者会長としてもご活躍いただきました。 

・似内晶子様：平成 20年より現在まで、事務会計担当理事として経理事務の安定と健全化にご尽力いただ

きました。 

・高橋千佳様：平成 21年より現在まで、放課後児童支援員として児童の健全育成に真摯に向き合いご尽力

いただきました。 

新堀学童クラブは創立 20周年を迎え、記念誌を発行しました 


